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【食に関する指導の内容の三体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対 策 
ア 食に関する指導体制の整備・改善・充実 

   ○ 各学校における教育の方針や指導の重点などに食に関する指導を位置付ける。 

   ○ 校内の組織・体制を見直し、食育を推進する組織（委員会）を位置付ける。その際、既 

存の組織（学校保健委員会等）と兼ねて設置する、新しく専門委員会を立ち上げる等、各 

学校の実情に応じて、推進体制を整える。 

    ○ 食育を推進する組織・体制の中から、全体計画の作成や家庭・地域の連携を図るコー 

    ディネーター役となるリーダーを選任する。栄養教諭が中核となることが望ましい。 

   ○ 各学校において食育を推進する際には、「計画（P）」「実践（D）」「評価（C）」「改善（A）」

の PDCAサイクルに基づいて行う。 

イ 学校や家庭・地域の実態に即した食に関する指導の全体計画の作成及び改善 

   ○ 学校教育活動全体で継続的、組織的に食育を推進するため、校長のリーダーシップの下、

食に関する指導の全体計画を作成するとともに、全教職員で共通理解を図る。 

○ 学校や学年の実態に基づいた指導の目標を設定し、食育に関する取組を教育課程に位置

付ける。 

   ○ 各教科等で実施する食に関する指導内容を明確にし、教育課程に位置付けるとともに、

教科等横断的に指導する。 

   ○ 学校給食と各教科等を関連付けた指導を実践するため、その活用時期を明確にする。 

   ○ 食に関する指導を家庭や地域にどのように働きかけるか明確にする。 

   ○ 全体計画は、毎年度、学年末に修正・改善を図る。 

ウ 食に関する指導の改善・充実 

   ○ 栄養教諭、学校栄養職員等の専門性を生かす場面を設定し、教職員の連携を図った指導

を工夫する。 

   ○ 学校給食を通して食事の重要性や感謝の心、食文化等に触れる、学校給食を各教科等に

おける指導と関連付ける等、学校給食を「生きた教材」として効果的に活用する。 

   ○ 児童生徒の発達の段階に応じて、食に関わる地域の方をゲストティーチャーとするなど、

食に関する知識や能力等を身に付けるための体験活動を工夫する。また、体験活動を学び

につなげる工夫をする。 

  エ 家庭・地域との連携 

   ○ 食育だより等による情報発信、各種たよりや学校保健委員会、ＰＴＡ活動など、あらゆ

る機会を通して、継続的に啓発を行う。 

   ○ 食に関する指導の授業公開や、地域の協力を得ながら進める親子体験活動等の工夫を図

るなど、学校・家庭・地域が連携し合い、食への意識や関心を高める食育活動を一層推進

する。 

 

 

 

 

 

 

次の視点で活動状況を評価する。 

□ 食に関する指導を推進する組織・体制ができたか。 

□ 各教科等における食に関する指導全体計画は作成及び修正できたか。 

□ 各教科等において食に関する指導が昨年以上に実施できたか。 

□ 教員と栄養教諭、学校栄養職員等とのティーム・ティーチングによる食に関する指 

 導が行われたか。 

□ 家庭・地域との連携が昨年以上に実施できたか。 

評   価 

〇教科等における食に関する指導 

  当該教科等の目標がよりよく達成されることを第一義的に考え、その実現の過程に「食育の視点」

 を位置付け、意図的に指導する。 

〇給食の時間における食に関する指導 
  給食指導、給食の時間における食に関する指導、給食を教材とした教科等における食に関する指導 

〇個別的な相談指導 
  健康に関係した個別性の高い課題について改善を促すために実施する。 
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２ 学校給食  

  学校給食は、児童生徒に栄養のバランスのとれた食事を提供することにより、心身の健全な発

達、健康の増進、体位の向上に資するものである。また、食育の生きた教材として活用すること

により、食事の重要性や食に関する正しい知識、食文化への理解と関心を深めるなど、高い教育

効果が期待できる。こうしたことから、学校給食は、学校給食法の趣旨を踏まえ、教育活動とし

ての様々なねらいに基づいた実施が必要である。 

 

（１）栄養管理 
   学校給食の栄養管理は、文部科学省が定める学校給食実施基準に基づき適切に行う。ただし、

適用にあたっては、個々の児童生徒の健康状態及び生活活動の実態並びに地域の実情等に配慮

するものとする。 

   また、地場産物を使用し、食に関する指導の「生きた教材」として活用することは、児童生

徒が地域の自然や文化、生産者等に対する関心と理解を深めることができることから、学校給

食に積極的に地場産物を活用することが求められている。 

 

（２）食物アレルギー対応 
    学校給食における食物アレルギー対応は、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイド

ライン《令和元年度改訂》」（令和２年３月  日本学校保健会）、「学校給食における食物アレル

ギー対応指針」（平成 27年３月 文部科学省）及び県教育委員会、各市町村教育委員会、学校

で作成した食物アレルギー対応マニュアル等に基づいて行う。 

   学校給食における食物アレルギー対応の大原則は、「食物アレルギーを有する児童生徒にも、

給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先とする」ことである。 

ア 現状と課題 

    公立小・中・高（定時制）・特別支援学校に在籍する食物アレルギーがある児童生徒は、

32,638 名で、ほぼすべての学校に食物アレルギーのある児童生徒が在籍している。（令和元

年５月１日現在）食物アレルギーのある児童生徒数は年々増加している。 

     また、令和元年度、学校給食を起因として食物アレルギー症状等を発症した事例及び誤食

をした事例は、156 件である。このうち、学校給食を食べて新規に食物アレルギー症状を発

症した事例が 46 件（26.9％）あることから、どのような場合においても、適切な緊急時対

応ができる体制を学校で整備することが重要である。 

イ 対 策 

   ○食物アレルギー対応委員会の設置 

     校長を委員長として、組織的に対応する体制の整備を行う。  

   ○対応申請の確認から対応開始までの手順の決定 

食物アレルギー対応を希望する保護者には、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」

の提出を必須とする。また、対応開始前には、面談を実施し、委員会で個別の取組対応プ

ランを決定する。これらの情報はすべての教職員に周知し共有する。 

   ○献立の作成と検討 

食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最優

先とする。安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則と

する。 

   ○給食提供のための体制づくり 

   ○給食提供のための調理作業 

   ○教室での対応 

日々の給食の受け取り、内容確認、配膳、おかわり等のルールを決定する。 

   ○緊急時の対応 

児童生徒が誤食、症状出現時の緊急時対応について、具体的に確実に対応できる体制を

整える。新規発症もあることから全ての教職員が適切な対応がとれるよう情報を共有し準

備をする。なお、対応は「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」に沿って実施する。 
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